（様式13）
北　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長

命　令　書

　下記の建築物は建築基準法（昭和25年法律第201号）に違反しているので、同法第９条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日までに、当該建築物の違反を是正するための措置をとることを命ずる。

記

１．命ずる内容

２．違反している事項

３．建築物の表示
　　（１）位　置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）構　造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）用　途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（教示）この命令に不服な場合は、建築基準法第94条第１項及び行政不服審査法第18条の規定により、この命令書の交付を受けた日の翌日から起算して３か月以内に北見市建築審査会に対して審査請求をすることができます。
